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広陵町配水本管布設替耐震設計施工業務公募型プロポーザル募集要領 

 

 

【公募型プロポーザルの目的】 

広陵町水道事業における配水本管の耐震化事業を実施するに当たり、高い品質の確保、工

期の短縮、安全な運転管理やコスト削減、更に民間事業者の創意工夫や技術提案が期待でき

る技術提案交渉方式の設計交渉・施工タイプ発注を導入することで、水道事業の安定と利用

者サービス等の一層の向上を図り効率的な実施を図るものである。受注候補者の選定に当た

っては、本町の意向を十分に理解した上で、豊富な経験、技術能力を活用し、優れた技術提案

を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するものである。 

 

１ 公告日 

令和 ６年 ４月１５日（月） 

 

２ 発注者 

広陵町長 

 

３ 業務概要 

本業務は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第１８条に規定する「技術提案の

審査及び価格等の交渉による方」の設計交渉・施工タイプの発注であり、優先交渉権者と

して選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結さ

れる基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には、業務の契約を

締結するものである。 

（１）業務名 

広陵町配水本管布設替耐震設計施工業務 

（２）業務場所 

広陵町大字疋相ほか地内 

（３）対象業務 

業務の構成及び業務内容は以下のとおりとする。 

① 設計業務・工事監理業務  

本業務の実施設計、関連業務及び施工に伴う工事監理業務を実施する。 
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② 施工業務 

本業務の施工を実施する。 

③ 上記設計業務・工事監理業務及び施工業務を総括して「本業務」という。 

④ 事業者が行う業務範囲の概要 

 

区分 業務 概要 

設計 

現地調査 本業務に必要な調査 

試掘調査 本業務に必要な調査 

埋設物・架空線

調査 
本業務に必要な埋設物・架空線調査 

事前測量調査 本業務に必要な測量調査 

周辺環境対策 

必要に応じて、本業務の施工に伴う騒音、振動、

臭気、地盤沈下、家屋等の周辺環境対策に関

する事前調査 

実施設計 
本業務に必要な設計図書（図面、数量計算 

書等）の作成（変更設計含む） 

工事監理 

工事監理 施工業務の工事監理業務 

周辺環境対策 

必要に応じて、本業務の施工に伴う騒音、振動、

臭気、地盤沈下、家屋等の周辺環境対策に関

する事後調査 

施工 

上水道工事 本業務の水道施設工事 

舗装工事 本業務の水道施設に伴う舗装工事 

関連工事 本業務に伴うその他関連工事 
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住民説明 本業務に必要な地域住民への説明会等 

関係機関等協議 
本業務に必要な関係機関及び埋設管の移設 

協議 

各種届出、申請

資料作成等支援 
本業務に必要な各種届出、申請書の作成等 

運転管理支援 
水道施設の切り替え作業に伴う準備、住民へ

の通知及び支援業務として弁操作、洗管等 

 

（４） 履行期間 

 

① 契約日から令和１０年 １月３１日まで 

本業務は補助金を財源としているため、支払限度額を下記のとおり設定して

いる。また、支払額相当分（出来高）については、完成検査を受け、本町へ引渡し

を行うものとする。但し、供用しない施設については受注者の管理とする。 

令和６年度 業務価格の １％  

令和７年度 業務価格の３０％  

令和８年度 業務価格の３０％  

令和９年度 各年度支出額の残 

② 事業者の責めによる履行期間の延長に係る交渉には応じない。 

 

（５）上限提案価格 

本業務に係る業務費の上限提案価格は、下記のとおりとする。 

８０４，０００，０００円（税抜） 

８８４，４００，０００円（税込） 

※上限提案価格の前提となる設計及び施工条件 

【積算業務】 

設計業務：詳細設計 1 式 

     試掘調査 30 カ所 

施工監理業務：31 ヶ月間（R7.7～R10.1） 

施工業務： 

DIP-GX φ150（施工条件-夜間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 276ｍ 

DIP-GX φ150（施工条件-夜間施工 橋梁架設）       Ｌ＝  48ｍ 

DIP-GX φ200（施工条件-夜間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 862ｍ 

DIP-GX φ200（施工条件-昼間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 465ｍ 

DIP-GX φ250（施工条件-夜間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 584ｍ 
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DIP-GX φ250（施工条件-夜間施工 標準施工方法-推進）Ｌ＝ 18ｍ 

DIP-GX φ300（施工条件-昼間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 86ｍ 

DIP-GX φ300（施工条件-夜間施工 標準施工方法-開削）Ｌ＝ 415ｍ 

給水管 73 件 

運転管理計画等支援仮設配管 7 カ所 

本設配管 7 カ所 

 

※上限提案価格は、以上の積算価格を基に、前回までのＤＢの実績結果等

を考慮し、諸経費（仮設費等）を計上した価格としています。 

 

（６）その他 

現地確認及び調査については、提出物の精度を上げるために現地確認を行う

ことは可能とする。ただし、現地確認を行う場合は、事前に以下の連絡先に連絡

し、日程の調整を行うこと。 

広陵町都市整備部上下水道課 

       ＴＥＬ ０７４５－５５－２２３４ 

 

４ 実施日程 

プロポーザルによる受託候補者の選定は、以下の日程により実施する。 

（１）事業公告 

令和６年 ４月１５日（月） 

（２）募集要領の配布 

令和６年 ４月２２日（月）から同年 ５月１７日（金）まで 

（３）質疑書の受付 

令和６年 ５月２０日（月）から同年 ５月２４日（金）まで 

（４）質疑書に対する回答 

令和６年 ６月１３日（木） 

（５）参加表明書及び参加資格確認書類の受付 

令和６年 ６月１７日（月）から同年６月２１日（金）まで 

（６）参加資格確認通知 

令和６年 ７月 ５日（金） 

（７）技術提案書受付 

令和６年 ７月２２日（月）から同年７月２６日（金）まで 

（８）技術提案に関するプレゼンテーション 

令和６年 ８月２１日（水）予定 

（９）受託候補者の選定及び通知 

令和６年 ９月中旬予定 

（１０）基本協定の締結 

令和６年１０月上旬予定 
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 ５ 参加資格 

（１）基本要件 

① 参加者の構成 

（ア）参加者は、単独企業又は複数の企業により構成される共同企業体とする。な

お、主たる業務以外の一部の業務において委託を行う場合は、業務種別の委

託先企業を明確にすること。 

（イ）共同企業体については、構成する企業（以下「構成員」という。）の数の上限は

４社とする。 

（ウ）共同企業体は、構成員の中から代表企業１社を定め、代表企業がプロポーザ

ル参加表明書及び参加資格確認書類を提出し、代表企業及びその他の構成

員の企業名並びに業務種別を明確にすること。 

（エ）参加者である単独企業及び共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成

員と重複することはできない。なお、委託先企業についても他と重複して参加

することはできない。 

② 参加者は５（２）から（４）までを全て満たしており、かつ、以下に示す設計企業、

施工企業による単独企業又は共同企業であること。 

（ア）設計企業 設計業務、工事監理業務を担当する企業 

（イ）施工企業 施工業務を担当する企業 

③ 共同企業体の代表者は、施工企業の代表構成員とすること。 

④ 施工企業が共同企業体の場合、構成員の数は３社までとし、最低出資率は２

０％以上とする。代表構成員は、出資率が最大の企業とする。 

⑤ 単独企業又は共同企業体の代表者は、本業務全体をマネジメントする統括管

理技術者を配置すること。 

⑥ 参加手続きは、単独企業又は共同企業体の代表者が行うこと。 

⑦ 参加者である共同企業体の変更は認めない。 

 

（２）参加者の共通の参加要件 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

② 本プロポーザル手続き開始の日から契約締結の日までの期間において、会

社更生法 （平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立てがなさ

れている者又は民事再生法 （平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開

始の申し立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始決定又は再生

手続開始決定を受けている者はこの限りでない。 

③ 本プロポーザル参加表明書の提出期限の日から受託候補者選定の日まで

の期間において広陵町の請負契約に係る入札参加停止措置要領 （以下 「要領」

という。）に基づく入札参加停止措置、その他国又は県による同様の措置を受け

ていないこと。 

④ 参加者である単独企業又は共同企業体の構成員のいずれもが他の参加者

でなく、また他の参加者である共同企業体の構成員でないこと。 
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⑤ 参加者である共同企業体の構成員のいずれかとの間に以下に該当する関係

がないこと。ただし、参加者である共同企業体の構成員のうち、以下に該当する

者の全てがいずれの共同企業体の代表者でない場合を除く。 

（ア）資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社 （会社法（平成１７年法

律第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。 以下同じ）又は子会社の

一方が会社更生法第２条第７項に規定する更正会社又は、民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等（会社法施行規則（平成１８年

法務省令第１２号）第２条第３項第２号の規定による会社等をいう。以下同じ。）

である場合は除く。 

Ａ 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）子会

社の関係にある場合 

Ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

（イ）人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、会社の一方が更正会社又は

再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

Ａ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

Ｂ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第６７条第１項 

民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねて

いる場合 

（ウ）その他競争の適正さが阻害されると認められる場合 

その他、上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認め

られる場合 

⑥ 広陵町建設工事等暴力団排除措置要綱（平成２４年３月広陵町告示第６６号）

別表に掲げる措置要件の１から６までのいずれかに該当する者でないこと。 

⑦ 近畿２府４県のいずれかに本店又は支店若しくは営業所を有していること。 

 

（３）設計企業の参加資格要件 

参加者である設計企業は、次の要件を満たすものであること。 

① 建設コンサルタント登録を行っていること。 

② 令和６年度広陵町競争入札の参加資格の登録を受けていなければならない。  

③ 下記に示す設計業務管理技術者、照査技術者及び工事監理業務管理技術

者（以下「配置予定設計技術者」という。）を配置できること。また、技術上の業

務を統括できる資格条件を有した者とする。  

（ア）設計業務管理技術者・照査技術者 

設計業務管理技術者及び照査技術者は以下の資格を有すること。 

資格条件については、ａ又はｂのいずれか一つの要件かつ、c 及び d の要

件を満たす者 

ａ 技術士（上下水道部門又は総合技術監理部門（上水道及び工業用水

道）） 

ｂ ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道） 

ｃ 設計業務管理技術者と照査技術者の兼務は認めない 
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ｄ 参加表明提出時点において設計企業を構成する単体企業又は共同企

業の構成員となる企業と常時雇用関係にある者 

（イ）工事監理業務管理技術者 

工事監理技術者とは工事監理業務を統括するものとする。 

設計業務管理技術者と工事監理業務管理技術者は兼務できるものとする。 

資格条件については、ａ又は b のいずれか一つの要件かつ、ｃの要件を満

たす者 

ａ 技術士（上下水道部門又は総合技術監理部門（上水道及び工業用水

道）） 

ｂ ＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道） 

ｃ 参加表明提出時点において設計企業を構成する単体企業又は共同企

業の構成員となる企業と常時雇用関係にある者 

             

④ 配置予定設計技術者は、本業務の完成・引渡日までの間、病気・死亡・退職等

の特別な事情があり、やむを得ないとして発注者が承認した場合の他は、変更

を認めない。 

（４）施工企業参加資格要件 

参加者である施工企業は、次の要件を満たすものであること。 

① 建設業法 （昭和２４年法律第１００号）  別表第一に規定する土木一式工事業許可

を有しての営業年数が５年以上であること。 

② 参加者である施工企業の代表構成員は令和６年度広陵町競争入札参加資格

者名簿に登録されており、建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査の水

道施設工事の総合評点が１０００点以上であること。 

③ 下記に示す総括管理技術者及び監理技術者（以下「配置予定設計技術者」と

いう。）を配置できること。また、技術上の業務を統括できる資格条件を有した者と

する。 

（ア）総括管理技術者 

本業務全体のマネジメント（建設業法第１９条の２に示す現場代理人の職務を含

む）を行うものとする。なお、監理技術者と兼務できるものとする。ただし、監理技術

者が建設業法上の専門技術者と兼務する場合は、総括管理技術者と監理技術者

の兼任は認めない。資格条件については、ａ又は b のいずれか一つの要件かつ、c

の要件を満たす者 

ａ 技術士（上下水道部門又は総合技術監理部門（上水道及び工業用水道））

又はＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道） 

ｂ １級土木施工管理技士 

ｃ 参加表明提出時点において施工企業を構成する単体企業又は共同企業

の構成員となる企業と常時雇用関係にある者 

（イ）監理技術者 

本業務における施工の監理技術者とする。なお、総括管理技術者と兼務できる

ものとする。ただし、監理技術者が建設業法上の専門技術者と兼務する場合は、

総括管理技術者と監理技術者の兼任は認めない。資格条件については、ａ又はｂ

のいずれか一つの要件かつ、c 及びｄの要件を満たす者とする。 
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ａ 技術士（上下水道部門又は総合技術監理部門（上水道及び工業用水道））

又はＲＣＣＭ（上水道及び工業用水道） 

ｂ １級土木施工管理技士 

ｃ 監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証に有するものであること 

ｄ 参加表明提出時点において施工企業を構成する単体企業又は共同企業

の構成員となる企業と常時雇用関係にある者 

（ウ）その他 

施工業務における本要領に記載のない配置技術者については、建設業法第２６

条第１項・第２項及び特記仕様書による。 

④ 配置予定技術者は、本業務の完成・引渡日までの間、病気・死亡・退職等の特別

な事情があり、やむを得ないとして発注者が承認した場合の他は、変更を認めない。 

 

６ 応募申込み手続き等 

（１）募集要領、参加表明書、参加資格確認書類及び仕様書等の配布は次のとおりとす

る。 

広陵町 都市整備部 上下水道課 

※広陵町ホームページからもダウンロード可能。 

 

（２）提出期限 

令和６年６月１７日（月）から同年６月２１日（金）まで提出は９時から１６時までとす

る。但し、１２時から１３時までを除く。 

 

（３）提出書類 

本プロポーザルの参加資格を満たし、参加する意思が有る者（以下「参加意思表明

者」という）は参加表明書及び参加資格確認申請書類を提出し、発注者から参加資格

の有無について確認を受けなければならない。なお、参加資格確認の結果、参加資格

が無いと認められた者は、本プロポーザルに参加できない。 

① 参加表明書（様式１） 

② 国税及び地方税に未納がない事を証明できる書類（参加表明書の提出から３

箇月以内） 

③ 共同企業体協議書 

④ 参加資格確認申請書類（様式３、４、５、６） 

⑤ 設計企業及び施工企業に関する事業許可書の写し 

⑥ 設計企業及び施工企業の業務実績（様式７、８） 

（ア）５．（３）．③に示す設計実績について、平成２６年度から令和５年度までの水道

施設（耐震管）の設計で３件を上限とする。 

（イ）５．（４）．③に示す施工実績について、平成２６年度から令和５年度までの水道

施設（耐震管）の施工で３件を上限とする。 

（ウ）企業の実績として記載した業務又は工事の内容が、当該要件を満たすことを確

認できる資料（契約書、CORINS、TECRIS 等の写し）を提出すること。 

⑦ 配置予定設計技術者及び施工技術者の資格及び実績（様式９、１０） 
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（ア）５．（３）．④に示す配置予定設計技術者の資格及び実績について、水道施設

（耐震管）の設計で技術者毎に提出すること。また実績については、３件を上限

とする。 

（イ）５．（４）．④に示す配置予定施工技術者の資格及び実績について、水道施設

（耐震管）の施工で提出すること。また実績については、３件を上限とする。 

（ウ）技術者の実績として記載した業務又は工事の内容が、当該要件を満たすことを

確認できる資料（契約書、CORINS、TECRIS 等の写し）を提出すること。 

⑧ 配置予定設計・施工技術者の常時雇用を証明できる資料の写し。 

 

（４）提出方法 

各提出物の受付は持参のみとする。また、持参する場合は、事前に以下の連絡

先に連絡し、日程調整を行うこと。 

広陵町 都市整備部 上下水道課 

ＴＥＬ ０７４５－５５－２２３４ 

 

（５）提出部数 

参加表明書、参加資格確認書類については各１部とする。 

 

（６）応募申込の無効 

① 参加表明書を活用せず、申込みを行った場合は無効とする。 

② 参加表明書に代表者の押印が押印されていない場合は無効とする。 

 

（７）参加資格確認の通知参加資格確認の結果は参加資格確認通知書（様式１１）によ

り通知する。 

 

（８）参加の辞退 

参加表明書を提出後に参加を辞退する場合、また参加資格を満たさないことが

判った場合は、速やかにその旨を任意の様式により提出すること。 

（９）参加者が２者以下の場合 

参加者が２者以下であるときは、受託候補者の特定において競争性等について

十分に検討した上で、審査会で協議しプロポーザルの可否を図るものとする。 

 

７ 質疑書の受付・回答 

（１）質疑がある場合は、質疑書（様式２）により提出することができる。 

① 提出期限 

令和６年 ５月２０日（月）から ５月２４日（金）まで 提出は９時から１６時までと

する。但し、１２時から１３時までを除く。 

② 提出方法 

質疑書に必要事項を記載の上、下記 E－mail アドレスへ送信すること。 

電子メールの件名は「【単体企業名又は共同企業体名】広陵町配水本管布設替 

耐震設計施工業務」とすること。また、電子メール送信後は、確認のため広陵町都

市整備部上下水道課へ連絡を入れること。 
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E－mail アドレス： suidou@town.nara-koryo.lg.jp 

広陵町都市整備部上下水道課： 0745－55－2234 

 

（２）質疑に対する回答 

① 回答期限 

令和６年 ６月１３日（木） 

② 回答方法 

質疑書を提出された全ての事業者へ電子メールにて送信する。併せて広陵

町ホームページへ掲載する。 

 

（３）質問に対する回答については、電話及び個別の対応は行わないものとする。 

 

８ 技術提案書等の提出 

（１）参加資格確認通知書により参加資格に確認ができた事業者は、プロポーザルの実

施に係る技術提案書等を作成し、提出することができる。 

 

（２）技術提案書等の提出期限等 

① 提出期限令和６年 ７月２２日（月）から同年 ７月２６日（金）まで提出は９時か

ら１６時までとする。但し、１２時から１３時までを除く。 

② 提出方法 

受付は参加事業者の持参のみとする。 

③ 提出部数 

（ア）技術提案書（様式１２、１３） 正本１部、副本６部、同内容の電子ファイル１部

（CD 等の媒体、必ずウイルス対策を実施すること） 

（イ）提案見積書（様式１４）  

ａ 提出部数 １部 

ｂ 提案見積書は技術提案書とは別で厳重に封かんし、割印を押すこと。 

ｃ 提案見積書は指定の様式を使用すること。 

ｄ 提案見積書の内容が不適正と思われると町が判断した場合は、個別にヒ

アリングを実施する場合がある。 

（ウ）プレゼンテーション参加報告書（様式１５）  

ａ １部 

ｂ プレゼンテーション実施日時については別途通知する。 

④ 提出書類の取扱い 

技術提案書等作成に要する一切の費用は参加事業者の負担とし、提出され

た技術提案書等の返却は行わない。また、提出された技術提案書等の処分は本

町で行う。 

 

９ 技術提案書作成要領 

（１）技術提案書については、本業務提案上限価格内で要求水準を満たす施設計画を

実現できる提案を行うこと。 
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（２）技術提案書 

下記①から③までの項目について、日本工業規格Ａ４版片面とすること。 

なお、Ａ３版の図面等を使用する場合はＡ４折りとすること。また、テーマ毎にＡ４版１

枚から２枚程度とする。技術提案書において評価の公平性を図るため、特定の企業

者名の記載をしないこと。 

① 業務実施方針 

本業務の進め方（取組方針、工程計画、コスト管理計画等）、重点管理項目、創

意工夫を発揮できる事項、業務実施体制、設計業務・工事監理業務・施工業務の連

携、本町との協議体制、その他の業務実施上の配慮事項について記述すること。 

② 特定のテーマについての技術提案 

当該地区の地域特性や周辺環境を十分理解した上で下記のテーマに基づき

提案すること。 

（ア）維持管理や現場条件を考慮した既設埋設物と計画管路の位置関係を把握、管

理するための技術的工夫及びその効果について。併せて、設計成果品の品質

確保対策及び設計業務から施工業務への移行における情報共有方法や引継

方法について。 

（イ）運転管理計画（充水、洗管、通水計画）、実施体制（緊急時の体制を含む）対策

及び周知方法について。なお、実施の際、受託候補者においては運転管理支援

とする。 

（ウ）近隣住民や周辺環境に配慮した取組み、技術的工夫及びその効果について。ま

た、地域貢献について。 

（エ）本業務において工程を遅延させないための技術的工夫や遅延リスク要因と対応

策について。また、コスト縮減計画に係る技術的工夫について。 

（オ）本業務の業務範囲に交通量の多い県道中和幹線、県道河合大和高田線、町道柳

板大谷線等が含まれることから、安全管理に係る技術的所見について。 

③ 追加提案 

その他、必要と思われる提案事項があれば、その内容について提案すること。 

 

10 プレゼンテーションの実施について 

技術提案書等が提出された後、参加事業者毎にプレゼンテーションを実施する。 

（１）プレゼンテーション日時  

令和６年 ８月２１日（水）予定。なお、プレゼンテーション日時の詳細については、

別途通知（様式１６）する。 

 

（２）実施時間 

プレゼンテーションに要する時間は参加単独企業体、共同企業体ごとに３０分程度

とし、その後２０分程度の質疑応答を実施する。 

 

（３）実施方法 

プレゼンテーションで電子機器を使用する場合、その電子機器の一部（電源）以外

は参加企業体で用意すること。 

プレゼンテーションは提出した技術提案書を使用すること。提出後の資料の差し換 
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え、追加は認めないものとする。    （スクリーン等に投影して説明する場合を含む）ただ

し、誤字がある場合に限りプレゼンテーション時に説明をすることは差し支えないもの

とする。 

 

（４）参加人員 

プレゼンテーションに参加できる者は、総括管理技術者、設計業務管理技術者を含

む技術提案書の内容を熟知している３人までとする。 

 

（５）留意事項 

① 出席者に変更が生じた場合は、事前に届けること。 

② 指定日以外のプレゼンテーションは認めない。欠席の場合は、本件プロポーザル

への参加を辞退したものとみなす。 

 

11 プロポーザルの審査方法等 

（１） 受託候補者の選定及び決定 

① 受託候補者の選定に関する事項は、公平性及び透明性を確保し客観的な選定

を行うため、プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置して行う。 

② 委員会が別に定める本業務に関する評価委員会が行う評価に基づき、委員会

により受託候補者の選定を行う。 

③ 参加者が多い場合は評価委員会による書面審査（参加資格確認書類）を実施し、

上位５位がプレゼンテーション審査へ参加できるものとする。 

 

（２）評価方法及び選定順位 

① 評価委員会は、参加事業者から提出された書類の各項目について評価基準に

基づく審査、プレゼンテーション審査を行い、委員会へ報告する。 

② 委員会は評価委員会が算出した資料に基づき、合計評価点数の最も高い者を

受託候補者として選定する。（様式１７、１８） 

③ 評価点数の最も高い者が２社以上ある場合は、技術評価（技術提案書及びヒア

リングの評価）の配点合計が高い者とする。 

④ ③においても技術評価点数が同じ場合は、提案見積書額の低い者を上位とす

る。 

⑤ ④においても提案見積書額が同じ場合は、２社によるくじで定める。 

  

12 契約の手続き 

（１）  受託候補者と広陵町は、契約の締結に関する広陵町配水本管布設替耐震設計施

工業務基本協定（以下「基本協定」という。）締結に際し、基本協定の内容について提

案書類提出時に未定であった事項以外は変更しないものとし、速やかに合意及び協

定の締結を行う。 

 

（２） 設計業務、工事監理業務委託及び施工業務請負契約については、基本協定第５条 

に基づくものとする。 
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（３） 本業務は「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン」に 

基づく技術提案交渉方式の「設計交渉・施工タイプ」による契約方法を適用する。契約 

事項は下記の通りとする。 

 

① 基本協定           令和６年１０月予定 

② 設計業務委託契約     令和６年１０月予定～令和 ８年 ３月２５日 

③ 工事監理業務委託契約  令和７年 ７月予定～令和１０年 １月３１日 

④ 施工業務請負契約     令和７年 ７月予定～令和１０年 １月３１日 

 

（４）契約保証金 

業務委託契約書及び工事請負契約書に基づくものとする。 

 

13 対価の支払い 

（１）費用の支払方法 

設計・施工等に要する費用は、各年度の出来高に応じて支払うことができる。なお、

各年度の支払限度額は、３．（４）①記載のとおりとする。 

 

14 評価基準 

（１）実績評価 

 評価項目 評価事項 配点 

企

業

の

実

力 

設計企業 
・過去 10 年間（2014.4～2024.3）の設計交渉・施工型又は設

計・施工一体型業務の実績 

（配点 有３、無０） 

３ 

施工企業 ・過去１０年間（2014.4～2024.3）の設計交渉・施工型又は

設計・施工一体型業務の実績 

（配点 有３、無０） 

３ 

・過去１０年間（2014.4～2024.3）の水道施設（耐震管）※１

の実績 

（配点 有４、無０） 

４ 

小  計  １０ 

配

置

予

定

技

術

者

の

設計業務管理

技術者 

・技術者資格（配点 技術士３、ＲＣＣＭ１） ３ 

・過去 １０ 年間（2014.4～2024.3）の設計業務の管理技術者

としての実績①水道施設（耐震管）※２の実績（配点 有

２、無０） 

２ 

照査技術者 ・技術者資格（配点 技術士３、ＲＣＣＭ１） ３ 

・過去 10 年間の設計業務の照査技術者としての実績 

①水道施設（耐震管）の実績（配点 有２、無０） 

２ 

・技術者資格（配点 技術士３、ＲＣＣＭ１） ３ 
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能

力 

工事監理業務

管理技術者 

・過去 10 年間（2014.4～2024.3）の工事監理業務管理技術

者としての実績 

①水道施設（耐震管）の実績（配点 有２、無０） 

２ 

・専任或いは非専任（配点 専任０、非専任－３）（設計業

務管理技術者との兼務） 

０ 

配

置

予

定

技

術

者

の

能

力 

総括管理技術

者 

・技術者資格 

（配点 技術士２ ＲＣＣＭ１） 

（配点 一級土木施工管理技士１） 

※技術士またはＲＣＣＭと一級土木施工管理技士との重

複加算可 

３ 

・過去 10 年間（2014.4～2024.3）の監理（管理）技術者として

の実績 

①水道施設（耐震管）の実績（配点 有３、無０） 

３ 

・過去 10 年間（2014.4～2024.3）の設計交渉・施工型又は設

計・施工一体型業務の実績 

①水道施設（耐震管）の実績 

②その他（その他建築等） 

（配点 有 水道施設３、有 その他１、無０） 

 

 

３ 

監理技術者 ・技術者資格 

（配点 技術士２ ＲＣＣＭ１） 

（配点 一級土木施工管理技士１） 

※技術士またはＲＣＣＭと一級土木施工管理技士との重

複加算可 

３ 

・過去 10 年間（2014.4～2024.3）の監理技術者としての実績 

①水道施設（耐震管）の実績（配点 有３、無０） 

３ 

・専任任或いは非専任（配点 専任０、非専任－３） 

（総括管理技術者との兼任） 

０ 

小  計  ３０ 

 

※１ 水道施設（耐震管）とは水道施設における送配水管又は浄水配水施設での耐震管施

工、運転管理（水道管路施設の洗管（断水・充水・通水））を含む施工をいう。また実績とは、

国、都道府県、政令市及び同等業務の市町村とする。 

※２ 水道施設（耐震管）とは水道施設における送配水管又は浄水配水施設での耐震管設

計、運転管理（既設水道管から新たな水道管へ切り替えること）を含む設計をいう。また実

績とは、国、都道府県、政令市及び同等業務の市町村とする。 
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（２）技術評価 

業

務

実

施

方

針 

本業務を理解し設計交渉・施工型の利点を活かした実施手順、取組意欲、理解度、工

程について的確性、実現性を考慮し総合的に評価する 

（１） 業務の取組意欲（配点 １～５） ５ 

（２） 業務の理解度（配点 １～５） ５ 

（３） 業務の実施手順（配点 １～５） ５ 

（４） 業務工程の妥当性（配点 １～５） ５ 

小  計 20 

特 

定 
 

 

 

 

 

品質管理計画 

（１）維持管理や現場条件を考慮した既設埋設物と計

画管路の位置関係を把握、管理するための技術的工夫

及びその効果について的確性、実現性を考慮し総合的に

評価する。（配点 １～５） 

5 

（２）設計成果品の品質確保対策を総合的に評価する。

（配点 １～５） 

５ 

（３）設計業務から施工業務への移行における情報共有

方法や引継方法について総合的に評価する。（配点 １～

５） 

５ 

運転管理計画 （１）運転管理（充水、洗管、通水計画）、実施体制（緊急時

の体制を含む。）を考慮し総合的に評価する。 

（配点 １～５） 

５ 

（２）近隣住民への周知方法を総合的に評価する。（配点 

１～５） 

５ 

周辺環境計画 

 

（１）近隣住民や周辺環境に配慮した取り組み、技術的工

夫及びその効果について総合的に評価する。 

（配点 １～５） 

５ 

（２）地域貢献について総合的に評価する。 

（配点 １～５） 

５ 

工程管理・コス

ト縮減計画 

 

（１） 工程管理及びコスト縮減計画について総合的に評

価する。（配点 １～５） 

５ 

（２）工程を遅延させないための技術的工夫や遅延リスク

要因と対応策について総合的に評価する。 

（配点 １～５） 

５ 

（３）コスト縮減計画に係る技術的工夫について的確性、実

現性について総合的に評価する。（配点 １～５） 

５ 

安全管理 安全管理に関する技術的所見を総合的に評価する。（配

点 １～１０） 

10 
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追加提案 今後の水運用や維持管理を考慮した発想や品質向上

のための新技術の活用に基づく提案であり的確性、実現性

を考慮し総合的に評価する。（配点 １～１０） 

10 

小  計  70 

（３）ヒアリング評価 

ヒ

ア

リ

ン

グ 

本業務に関するヒアリングにより取組姿勢、専門技術力、理解力（質疑の的

確性等）能力について質疑応答を通じて総合的に評価 

 

（１）取組姿勢 ５ 

（２）専門技術力 10 

（３）理解力（質疑の的確性等） ５ 

小  計  20 

合  計   １５０ 

 

15 リスク分担 

 本業務におけるリスク分担の考え方は、受注者が設計、工事監理及び施工を一貫して行う

ため、原則としてリスクは受注者が負担する。ただし、激甚な自然災害、インフレ、法改正等の

予期できないようなリスクは発注者（町）が負担する。 

事業者の提案に応じて変動するが、概略の分担表を下記に示す。 

 

段 

階 

リスクの

種類 

リスクの内容 リスク負

担者 

広

陵

町 

事

業

者 

 

共

通 

計画 町の事情による事業の変更・中断・中止など ●  

募集要領 募集要領の誤りに関するもの ●  

許認可 町が取得すべき許認可の遅延に関するもの ●  

事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの  ● 

法制度 法制度・許認可の新設・変更によるもの（本事業に影響を及ぼす

もの） 

●  

法制度・許認可の新設・変更によるもの（上記以外のもの）  ● 
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住民対応 水道施設の設置に関する住民反対等 ●  

事業者が行う業務（調査、工事等）に関する住民反対等  ● 

環境問題 町が行う業務に起因する環境の悪化 ●  

事業者が行う業務（調査、工事等）に起因する環境の悪化  ● 

第三者賠

償 

町の責に帰すべき事業期間中の事故 ●  

事業者の責に帰すべき事業期間中の事故   （事業者が行う業務

に起因する事故、施設の劣化及び維持管理の不備による事故

など） 

 ● 

安全確保 調査、工事等における安全性の確保  ● 

品質管理 調査、工事等における品質の確保  ● 

保険 設計・工事段階のリスクをカバーする保険  ● 

物価 物価変動 ● ● 

資金調達 事業者の資金調達に関するもの  ● 

国庫補助

金 

国庫補助金の交付に関するもの ●  

自然環境 予測可能な範囲における地震・台風・風水害による工事の変

更、業務の延期・中止に関するもの 

● ● 

契約 事業者の責に帰すべき事由により契約が締結できないリスク  ● 

設

計 

調査・設

計 

町が実施した測量・調査に関するもの ●  

事業者が実施した測量・調査に関するもの  ● 

詳細設計 町の事由による設計などの完了遅延  ・ 設計費の増大 ●  

事業者の事由による設計の完了遅延・設計費の増大（提案し

た設計内容の不備、実施設計の不備、事業者の事由による履

行遅れなど） 

 ● 

工

事 

用地 建設に要する資材置き場の確保に関するもの ● ● 

地中埋設

物 

上下水道管路、電気ケーブル、ハンドホール等の予測可能な地

中埋設物に関するもの 

●  

上記以外に関するもの  ● 

工事監理 工事監理に関するもの  ● 
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工事遅

延・未完

成 

町の事由による工事の遅延・未完工・工事費の増大（町の事由

による設計変更、提示条件等の不備 ・変更など） 

●  

事業者の事由による工事の遅延・未完工・工事費の増大  ● 

施設性能 要求水準不適合（施工不良を含む。）  ● 

引渡前損

害 

工事目的物の引き渡し前に工事目的物、工事材料又は建設機

械器具について生じた損害、その他工事の施工に関して生じ

た損害 

 ● 

 


